
 

総 行 女 第 ５ 号  

令和５ 年４ 月５ 日  

 

各 都 道 府 県 総 務 部 長 

（人事担当課、市町村担当課、区政課扱い）  

 各 指 定 都 市 総 務 局 長 

（人事担当課扱い） 

 

総務省自治行政局公務員部公務員課 

女性活 躍・ 人材 活用 推進 室長 

（  公  印  省  略  ）   

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法 

施行規則の一部を改正する省令の公布等について 

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施

行規則の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第49号）並びに障害者の雇用の促進

等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚

生労働大臣が定める様式の一部を改正する件（令和５年厚生労働省告示第139号）が令和

５年３月31日に公布・告示されました。 

これを受けて、別添１のとおり厚生労働省から都道府県の各機関の任命権者に対し、通

知されるとともに、同省から当省に対して、令和５年３月31日付け職発0331第40号（別添

２）により協力依頼がありました。 

つきましては、貴職におかれましても、趣旨を十分ご理解の上、適切に対処いただきます

ようお願いするとともに、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨周知をお願いします。 

本通知は、地方公務員法第 59 条（技術的助言）及び地方自治法第 245 条の４（技術的な

助言）に基づくものです。 

なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市町村

に対して、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。 

 

 

殿 

【連絡先】 

総務省自治行政局公務員部公務員課 

女性活躍・人材活用推進室 大森、福田 

電話：０３―５２５３―５５４６（直通） 



職 発 0 3 3 1 第 3 9 号 

令和５年３月 31 日 

都道府県の各機関の任命権者 殿 

厚生労働省職業安定局長 

（ 公 印 省 略 ） 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施

行規則の一部を改正する省令の公布等について 

本日、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別

区域法施行規則の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第 49 号。以下「改正省令」

という。）及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関

する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件（令和

５年厚生労働省告示第 139 号。以下「改正告示」という。）が公布・告示された。 

これらは、昨年 12 月 16 日に公布された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第 104 号。以下「改正法」とい

う。）による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号。以下

「法」という。）の改正事項のうち、施行期日が令和５年４月１日とされた事項に関する

省令及び告示の整備を行うとともに、精神障害者である短時間労働者の障害者雇用率の

算定特例の延長を行うものである。 

主な内容は下記のとおりであり、公務部門に関連する改正事項として、精神障害者であ

る短時間労働者の算定特例の延長（記第１の３）及びこれに伴う障害者任免状況通報書等

の改正（記第２）がある。内容を十分理解の上、法の改正事項のうち他の同日施行の事項

（雇用の質の向上に向けた事業主の責務の明確化（法第５条関係））と併せて、貴職にお

かれては、円滑な施行に御協力いただきたい。 

加えて、都道府県知事部局におかれては、下記内容について、貴都道府県所管の地方独

立行政法人に対して周知されたい。 

また、別途、貴都道府県の他の各機関の任命権者に対しては当職より、貴都道府県内の

各市町村の各機関に対しては各都道府県労働局長より、それぞれ同様の通知を送付して

いることを申し添える。 

別 添 １

017064
長方形



 

 なお、当職より、各都道府県知事、各指定都市市長及び各中核市市長宛に送付した「国

家戦略特別区域法における障害者の雇用の促進等に関する法律の特例の施行について」

（平成 29 年 12 月 15 日付け職発 1215 第３号）は、本通知をもって廃止する。 

 

記 

 

第１ 改正省令関係 

１ 障害者雇用率の算定特例の対象となる事業協同組合等の追加 

（１） 事業協同組合等（障害者雇用率の算定に当たり、その組合員たる事業主が雇用

する労働者を当該事業共同組合等のみが雇用する労働者とみなす等の特例の対

象となる組合をいう。）に、法第 45 条の３第２項に規定する特定有限責任事業

組合（以下この１において「特定有限責任事業組合」という。）を追加すること。

（改正省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則（昭和

51 年労働省令第 38 号。以下「規則」という。）第８条の８関係） 

（２） 特定有限責任事業組合が満たすべき要件は、次のとおりとすること。（規則第

８条の９関係） 

イ 中小企業者又は小規模の事業者のみがその組合員となっていること。 

ロ その組合員たる事業主が雇用する労働者の数が常時法第 43 条第７項の厚生

労働省令で定める数（43.5 人）以上であること。 

ハ 有限責任事業組合契約に関する法律（平成 17 年法律第 40 号）第４条第１項

に規定する組合契約書（以下「組合契約書」という。）に、その存続期間の満

了の日までに更新しない旨の総組合員による決定がない限り当該存続期間が

更新される旨が記載又は記録されていること。 

ニ  組合契約書に、組合員は、総組合員の同意によらなければ、その持分を譲り

渡すことができない旨が記載又は記録されていること。 

ホ 組合契約書に、業務執行の決定が、総組合員の同意又は総組合員の過半数若

しくはこれを上回る割合以上の多数決により行われる旨が記載又は記録され

ていること。 

ヘ 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著

しく困難であると認められるものでないこと。 

（３） 特定有限責任事業組合は、次の解散の事由が生じた場合の措置のうち、当該特

定有限責任事業組合が講ずることとするものを実施計画に記載するものとする

こと。（規則第８条の 10 関係） 

      イ 特定有限責任事業組合が自ら雇用する障害者である労働者（ロにおいて「特



 

定障害者」という。）を、当該特定有限責任事業組合の組合員たる事業主（ロ

において「特定事業主」という。）が雇用すること。 

      ロ 特定事業主が協力して、障害者を雇用する意思がある事業主（特定事業主を

除く。）に対し、特定障害者の雇入れを求めることその他の特定障害者の新た

な雇用の機会の提供を行うこと。 

 

２ 在宅就業支援団体の登録等に関する事項の見直し 

（１） 法第 74 条の３第２項の在宅就業支援団体の登録の申請をしようとする法人（以

下「申請法人」という。）が厚生労働大臣に提出しなければならない書類につい

て、次に掲げる事項の記載を不要とすること。（規則第 36 条の３関係） 

      イ 申請法人の役員の略歴 

      ロ 申請法人との間で締結した在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が実施す

る物品製造等業務の種類 

      ハ 在宅就業障害者が在宅就業を行う場所 

      ニ 在宅就業障害者に係る業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類

及び概要 

（２） 法第 74 条の３第４項第３号において、管理者の専任の要件が削除されたこと

に伴い、所要の規定の整備を行うこと。（規則第 36 条の３、第 36 条の８、第 36

条の 12 及び第 36 条の 13 関係） 

 

３ 精神障害者である短時間労働者の障害者雇用率の算定特例の延長 

精神障害者である短時間勤務職員又は短時間労働者についての雇用義務等に関す

る規定の適用に当たっては、雇入れの日等からの期間にかかわらず、当分の間、一人

をもって一人とみなすこと。（規則附則第４条～附則第７条関係） 

   

 ４ １の改正に伴い、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則（平成 26 年厚生労

働省令第 33 号。以下「区域法施行規則」という。）の関係規定を削除すること。（区

域法施行規則第 28 条、第 29 条関係） 

 

第２ 改正告示関係 

 １ 改正の概要 

第１の改正に伴い、以下に掲げる様式において、所要の改正を行うこと。 

    ① 様式第１号 障害者採用計画通報書  

② 様式第１号の２ 障害者採用計画通報書（法定雇用率 2.5%が適用される教



 

育委員会用） 

③ 様式第２号 障害者採用計画実施状況通報書 

④ 様式第２号の２ 障害者採用計画実施状況通報書（法定雇用率 2.5%が適用

される教育委員会用） 

⑤ 様式第３号 障害者任免状況通報書 

⑥ 様式第５号の３ 法第 41 条の特例に係る国の機関の概要 

⑦ 様式第５号の５ 法第 42 条の特例に係る地方公共団体の概要 

⑧ 様式第６号 障害者雇用状況報告書 

⑨ 様式第６号の２(1) 障害者雇用状況報告書（法第 45 条の認定を受けた事

業主用、事業主別） 

⑩ 様式第６号の２(2) 障害者雇用状況報告書（法第 45 条の認定を受けた事

業主用、グループ全体） 

⑪ 様式第６号の３(1) 障害者雇用状況報告書（法第 45 条の２の認定を受け

た事業主用、事業主別） 

⑫ 様式第６号の３(2) 障害者雇用状況報告書（法第 45 条の２の認定を受け

た事業主用、グループ全体） 

⑬ 様式第６号の４(1) 障害者雇用状況報告書（法第 45 条の３の認定を受け

た事業主用、事業主別） 

⑭ 様式第６号の４(2) 障害者雇用状況報告書（法第 45 条の３の認定を受け

た事業主用、グループ全体） 

⑮ 様式第６号の６ 親事業主及び子会社の概要 

⑯ 様式第６号の 10 親事業主及び関係子会社の概要 

⑰ 様式第６号の 12 事業協同組合等及び特定事業主の概要 

⑱ 様式第７号の２ 在宅就業支援団体登録申請書 

   ⑲ 様式第７号の３ 在宅就業支援団体登録事項変更届出書 

   ⑳ 様式第７号の７ 在宅就業支援団体業務報告書 

 

 ２ 経過措置 

改正告示の適用の際現にある改正告示による改正前の様式（以下「旧様式」という。）

により使用されている書類は、改正告示による改正後の様式によるものとみなすこ

ととし、改正告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これ

を取り繕って使用することができることとすること。 

 

以上 



職 発 0 3 3 1 第 4 0 号 

令和５年３月 31 日 

総務省自治行政局公務員部長 殿 

厚生労働省職業安定局長 

（ 公 印 省 略 ） 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施

行規則の一部を改正する省令の公布等について 

本日、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別

区域法施行規則の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第 49 号）及び障害者の雇

用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定

に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件（令和５年厚生労働省告示第 139

号）が公布・告示された。 

これらは、昨年 12 月 16 日に公布された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第 104 号）による改正後の障害

者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」という。）の改正事

項のうち、施行期日が令和５年４月１日とされた事項に関する省令及び告示の整備を行

うとともに、精神障害者である短時間労働者の障害者雇用率の算定特例の延長を行うも

のである。 

今般、これらの内容について、別添により都道府県の各機関に通知したところであり、

市町村の各機関に対しては、各都道府県労働局長より通知することとしている。 

公務部門に関連する改正事項として、精神障害者である短時間労働者の算定特例の延

長（別添記第１の３）及びこれに伴う障害者任免状況通報書等の改正（別添記第２）があ

る。内容を十分理解の上、法の改正事項のうち他の同日施行の事項（雇用の質の向上に向

けた事業主の責務の明確化（法第５条関係））と併せて、貴職におかれてもその内容につ

き承知おきいただくとともに、都道府県及び市町村に対し、適切に助言・啓発されたい。 

別 添 ２

017064
長方形
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の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信





三

有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

組
合
契
約
書
（
次
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
組
合
契
約
書
」
と
い
う
。）に
、
そ
の
存
続
期
間
の
満
了
の
日

ま
で
に
更
新
し
な
い
旨
の
総
組
合
員
に
よ
る
決
定
が
な
い
限
り
当
該
存
続
期
間
が
更
新
さ
れ
る
旨
が
記
載
又

は
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

組
合
契
約
書
に
、
組
合
員
は
、
総
組
合
員
の
同
意
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
持
分
を
譲
り
渡
す
こ
と
が
で

き
な
い
旨
が
記
載
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

五

組
合
契
約
書
に
、
業
務
執
行
の
決
定
が
、
総
組
合
員
の
同
意
又
は
総
組
合
員
の
過
半
数
若
し
く
は
こ
れ
を

上
回
る
割
合
以
上
の
多
数
決
に
よ
り
行
わ
れ
る
旨
が
記
載
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六

事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
経
営
的
基
礎
を
欠
く
等
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。

（
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
の
解
散
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
の
措
置
）

第
八
条
の
十

法
第
四
十
五
条
の
三
第
三
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

解
散
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
、
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
が
雇
用
す
る
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
（
次
号

に
お
い
て
「
特
定
障
害
者
」
と
い
う
。）を
、
当
該
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
の
組
合
員
た
る
事
業
主
（
次
号

に
お
い
て
「
特
定
事
業
主
」
と
い
う
。）が
雇
用
す
る
こ
と
。

二

解
散
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
、
特
定
事
業
主
が
協
力
し
て
、
障
害
者
を
雇
用
す
る
意
思
が
あ
る
事
業
主

（
特
定
事
業
主
を
除
く
。）に
対
し
、
特
定
障
害
者
の
雇
入
れ
を
求
め
る
こ
と
そ
の
他
の
特
定
障
害
者
の
新
た

な
雇
用
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
。

（
法
第
七
十
四
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
）

（
法
第
七
十
四
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
）

第
三
十
六
条

法
第
七
十
四
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
対
象
障
害
者
が
物
品

製
造
等
業
務
（
物
品
の
製
造
、
役
務
の
提
供
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
有
す
る
場
所
並
び
に
就
労
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必

要
な
訓
練
そ
の
他
の
便
宜
が
供
与
さ
れ
る
場
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所
（
在
宅
就
業
契
約
（
同
項
第
二

号
に
規
定
す
る
在
宅
就
業
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
締
結
し
た
事
業
主
（
在
宅
就
業
支
援
団
体
（
法
第
七

十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
在
宅
就
業
支
援
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い

て
同
じ
。）の
事
業
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
場
所
を
除
く
。）と
す
る
。

第
三
十
六
条

法
第
七
十
四
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
対
象
障
害
者
が
物
品

製
造
等
業
務
（
物
品
の
製
造
、
役
務
の
提
供
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
有
す
る
場
所
、
就
労
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な

訓
練
そ
の
他
の
便
宜
が
供
与
さ
れ
る
場
所
並
び
に
障
害
の
種
類
及
び
程
度
に
応
じ
て
必
要
な
職
業
準
備
訓
練
が

行
わ
れ
る
場
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所
（
在
宅
就
業
契
約
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
在
宅
就
業
契
約

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
締
結
し
た
事
業
主
（
在
宅
就
業
支
援
団
体
（
法
第
七
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
在
宅
就
業
支
援
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。）の
事
業
所
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
場
所
を
除
く
。）と
す
る
。

（
事
業
主
に
よ
る
在
宅
就
業
契
約
の
締
結
等
に
係
る
基
準
）

（
事
業
主
に
よ
る
在
宅
就
業
契
約
の
締
結
等
に
係
る
基
準
）

第
三
十
六
条
の
二

事
業
主
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
、在
宅
就
業
契
約
の
締
結
、

在
宅
就
業
契
約
に
基
づ
く
在
宅
就
業
障
害
者
（
法
第
七
十
四
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
在
宅
就
業
障

害
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
対
す
る
就
業
機
会
の
提
供
及
び
業
務
の
対
価
の
支
払
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す

る
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
の
二

事
業
主
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
、在
宅
就
業
契
約
の
締
結
、

在
宅
就
業
契
約
に
基
づ
く
在
宅
就
業
障
害
者
（
法
第
七
十
四
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
在
宅
就
業
障

害
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
対
す
る
就
業
機
会
の
提
供
及
び
業
務
の
対
価
の
支
払
い
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯

す
る
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
三
十
六
条
の
三

法
第
七
十
四
条
の
三
第
二
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
申
請
法
人
」
と
い
う
。）は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
厚
生

労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
の
三

法
第
七
十
四
条
の
三
第
二
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
申
請
法
人
」
と
い
う
。）は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
厚
生

労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

三

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

イ

申
請
法
人
の
役
員
の
氏
名

イ

申
請
法
人
の
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

（
削
る
）

ハ

申
請
法
人
と
の
間
で
締
結
し
た
在
宅
就
業
契
約
に
基
づ
き
在
宅
就
業
障
害
者
が
実
施
す
る
物
品
製
造
等

業
務
の
種
類

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



ハ

在
宅
就
業
障
害
者
（
申
請
法
人
が
行
う
実
施
業
務
の
継
続
的
な
実
施
の
対
象
と
な
る
者
に
限
る
。
ニ
及

び
ホ
に
お
い
て
同
じ
。）の
氏
名

ニ

在
宅
就
業
障
害
者
（
申
請
法
人
が
行
う
実
施
業
務
の
継
続
的
な
実
施
の
対
象
と
な
る
者
に
限
る
。
ホ
及

び
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。）の
氏
名
及
び
当
該
在
宅
就
業
障
害
者
が
在
宅
就
業
を
行
う
場
所

ニ
・
ホ

（
略
）

ホ
・
ヘ

（
略
）

ヘ

実
施
業
務
を
実
施
す
る
法
第
七
十
四
条
の
三
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
従
事
経
験
者
で
あ
つ
て
、
管

理
者
（
同
項
第
三
号
の
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）で
な
い
も
の
（
以
下
「
管
理
者
以
外
の
従
事
経
験

者
」
と
い
う
。）の
氏
名
及
び
経
歴

ト

実
施
業
務
を
実
施
す
る
法
第
七
十
四
条
の
三
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
従
事
経
験
者
で
あ
つ
て
、
専

任
の
管
理
者
（
同
項
第
三
号
の
専
任
の
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）で
な
い
も
の
（
以
下
「
管
理
者
以

外
の
従
事
経
験
者
」
と
い
う
。）の
氏
名
及
び
経
歴

ト

管
理
者
の
経
歴

チ

専
任
の
管
理
者
の
経
歴

チ

（
略
）

リ

（
略
）

（
削
る
）

ヌ

在
宅
就
業
障
害
者
に
係
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要

２

（
略
）

２

（
略
）

（
業
務
運
営
基
準
）

（
業
務
運
営
基
準
）

第
三
十
六
条
の
六

在
宅
就
業
支
援
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
、
在
宅
就
業
障
害
者

に
係
る
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
の
六

在
宅
就
業
支
援
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
、
在
宅
就
業
障
害
者

に
係
る
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

在
宅
就
業
契
約
に
基
づ
く
物
品
製
造
等
業
務
の
対
価
の
支
払
に
関
し
て
、
当
該
支
払
の
金
額
及
び
年
月
日

を
記
載
し
た
領
収
書
、
金
融
機
関
が
作
成
し
た
振
込
み
の
明
細
書
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
面
を
三
年
間
保

存
す
る
こ
と
。

八

在
宅
就
業
契
約
に
基
づ
く
物
品
製
造
等
業
務
の
対
価
の
支
払
い
に
関
し
て
、
在
宅
就
業
障
害
者
か
ら
、
金

額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
領
収
書
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
面
を
受
け
取
り
、
当
該
書
面
を
三
年
間
保
存

す
る
こ
と
。

九
〜
十
四

（
略
）

九
〜
十
四

（
略
）

（
業
務
規
程
）

（
業
務
規
程
）

第
三
十
六
条
の
八

（
略
）

第
三
十
六
条
の
八

（
略
）

２

在
宅
就
業
支
援
団
体
の
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

在
宅
就
業
支
援
団
体
の
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

管
理
者
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

四

専
任
の
管
理
者
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

五
〜
十

（
略
）

五
〜
十

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
帳
簿
）

（
帳
簿
）

第
三
十
六
条
の
十
二

在
宅
就
業
支
援
団
体
は
、
在
宅
就
業
障
害
者
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
記
載

し
た
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
を
記
載
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
の
十
二

在
宅
就
業
支
援
団
体
は
、
在
宅
就
業
障
害
者
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
記
載

し
た
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
を
記
載
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

管
理
者
以
外
の
従
事
経
験
者
及
び
管
理
者
の
氏
名

四

管
理
者
以
外
の
従
事
経
験
者
及
び
専
任
の
管
理
者
の
氏
名

五

（
略
）

五

（
略
）

（
在
宅
就
業
障
害
者
に
係
る
業
務
に
関
す
る
報
告
）

（
在
宅
就
業
障
害
者
に
係
る
業
務
に
関
す
る
報
告
）

第
三
十
六
条
の
十
三

（
略
）

第
三
十
六
条
の
十
三

（
略
）

２

法
第
七
十
四
条
の
三
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
在
宅
就
業
支
援
団
体
が
報
告
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

２

法
第
七
十
四
条
の
三
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
在
宅
就
業
支
援
団
体
が
報
告
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

管
理
者
以
外
の
従
事
経
験
者
及
び
管
理
者
の
氏
名

六

管
理
者
以
外
の
従
事
経
験
者
及
び
専
任
の
管
理
者
の
氏
名

七
〜
十

（
略
）

七
〜
十

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



附

則

附

則

（
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
に
関
す
る
特
例
）

（
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
に
関
す
る
特
例
）

第
四
条

法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
は
、
当
分
の
間
、
第
四
条
の
十
三
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
一
人

と
す
る
。

第
四
条

法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
は
、
第
四
条
の
十
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
人
と
す
る
。

（
削
る
）

一

法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
勤
務
職
員

（
削
る
）

二

そ
の
採
用
の
日
又
は
精
神
保
健
福
祉
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

の
交
付
を
受
け
た
日
（
知
的
障
害
が
あ
る
と
判
定
さ
れ
て
い
た
者
が
、
発
達
障
害
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
判
定
の
日
）
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過

す
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
（
そ
の
採
用
前
三
年
以
内
に
当
該
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
を
退
職
し
た
者

を
除
く
。）

第
五
条

削
除

第
五
条

前
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
同
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ

た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
法
第
四
十
三
条
第
三
項
、
第
四
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

数
に
関
す
る
特
例
）

（
法
第
四
十
三
条
第
三
項
、
第
四
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

数
に
関
す
る
特
例
）

第
六
条

法
第
四
十
三
条
第
三
項
、
第
四
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
数
は
、
当
分
の
間
、
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
一
人
と
す
る
。

第
六
条

法
第
四
十
三
条
第
三
項
、
第
四
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
数
は
、
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
人
と

す
る
。

（
削
る
）

一

法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者

（
削
る
）

二

そ
の
雇
入
れ
の
日
又
は
精
神
保
健
福
祉
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
の
交
付
を
受
け
た
日
（
知
的
障
害
が
あ
る
と
判
定
さ
れ
て
い
た
者
が
、
発
達
障
害
に
よ
り
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
判
定
の
日
）
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経

過
す
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
（
雇
入
れ
の
日
前
三
年
以
内
に
当
該
事
業
主
（
法
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四

十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
事
業

主
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
当
該
事
業
主
以
外
の
事
業
主
を
含
む
。）の
事
業
を
退
職

し
た
者
を
除
く
。）

第
七
条

削
除

第
七
条

前
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
同
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ

た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で

削
除

第
十
七
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で

削
除

（
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
の
要
件
）

第
二
十
八
条

法
第
二
十
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

中
小
企
業
者
（
法
第
二
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
「
中
小
企
業
者
」
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。）又
は
小
規
模
の
事
業
者
（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第

七
条
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
を
い
い
、
中
小
企
業
者
を
除
く
。）の
み
が
そ
の
組
合
員
と
な
っ

て
い
る
こ
と
。

二

法
第
八
条
第
七
項
に
規
定
す
る
認
定
の
申
請
が
な
さ
れ
た
区
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
国
家
戦
略
特
別
区
域

障
害
者
雇
用
創
出
事
業
が
実
施
さ
れ
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
内
の
み
に
事
業
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
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三

そ
の
組
合
員
た
る
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
三
条
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る

こ
と
。

四

有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

組
合
契
約
書
（
次
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
「
組
合
契
約
書
」
と
い
う
。）に
、
そ
の
存
続
期
間
の
満
了
の
日

ま
で
に
更
新
し
な
い
旨
の
総
組
合
員
に
よ
る
決
定
が
な
い
限
り
当
該
存
続
期
間
が
更
新
さ
れ
る
旨
が
記
載
又

は
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

五

組
合
契
約
書
に
、
組
合
員
は
、
総
組
合
員
の
同
意
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
持
分
を
譲
り
渡
す
こ
と
が
で

き
な
い
旨
が
記
載
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六

組
合
契
約
書
に
、
業
務
執
行
の
決
定
が
、
総
組
合
員
の
同
意
又
は
総
組
合
員
の
過
半
数
若
し
く
は
こ
れ
を

上
回
る
割
合
以
上
の
多
数
決
に
よ
り
行
わ
れ
る
旨
が
記
載
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

七

事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
経
営
的
基
礎
を
欠
く
等
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。

（
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
の
解
散
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
の
措
置
）

第
二
十
九
条

法
第
二
十
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

解
散
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
、
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
が
雇
用
す
る
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
（
次
号

に
お
い
て
「
特
定
障
害
者
」
と
い
う
。）を
、
当
該
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
の
組
合
員
た
る
事
業
主
（
次
号

に
お
い
て
「
特
定
事
業
主
」
と
い
う
。）が
雇
用
す
る
こ
と
。

二

解
散
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
、
特
定
事
業
主
が
協
力
し
て
、
障
害
者
を
雇
用
す
る
意
思
が
あ
る
事
業
主

（
特
定
事
業
主
を
除
く
。）に
対
し
、
特
定
障
害
者
の
雇
入
れ
を
求
め
る
こ
と
そ
の
他
の
特
定
障
害
者
の
新
た

な
雇
用
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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